
中小企業資金融資 案内  

 

融資 うけ た  

・ 日頃 事業 経営状況 数字 く う し し う  

・ 平素 金融機関 信用 信頼 築 し う  

・ 資金 借 入 あ ､事業 実態 見 必要最低限度 額 し し う  

・ 条件 確実 返済し し う  

・ 常 創意工夫 し 将来性 あ 事業計画 立 し う  

 

 

融資 対象外業種  

融資 申し込 対象外業種 次 業種 す  

・ 農林漁業 鶏卵ふ化業 対象  

・ 風俗営業飲食業 食事 提供 主目的 す 飲食店 し 対象  

・ 金融 保険業 損害保険代理業及び保険サービス業 一部対象  

・ そ 他 

※融資対象業種 あ 許認可等 必要 業種 あ 許認可等 受け い い 融
資 対象外 す  

 

 

資  金  使  途  

事業経営 必要 次 資金 限 生活消費資金 う 非生産的 あ い 経営 関
連 い 使用 資金 該当し せ  

・ 運転資金 原材料・商品仕入資金 外注先支払資金 給与・賃金 支払資金  

経営営業諸経費 支払資金 支払手形 買掛金 決算資金  

概 年収 ４分 １程度 す  

・ 設備資金 設備 新増設資金 改良・改修等 資金 機械・備品購入資金  

営業車輌購入資金※
  

※営業車輌購入資金 

原則 し 商用車 標章番号４ナンバー 購入資金 対象 す  

※次 資金 い 目的外 申し込 せ  

土地取得代金 住宅資金 乗用車 必要 許認可等 受け い い設備資金 

借入金 返済資金 融資申込 者以外 使用す 設備資金 賃貸業  

税金支払 資金  

 

 

 

 



保  証  人   資  格  

保証人 次 要件 全 備え い 方 対象 す  

・ 債務 保証し得 能力 あ 方  

・ 信用保証協会 代位弁済 債務 い方及び連帯保証人 い方  

・ 市税 市外 方 い 住所地 市区町税 完納し い 方  

 

 

申し込 実行  

 事前相談 

  各融資制度 申し込 前 融資 借入先 取扱金融機関 融資条件等 い
事前相談し い く う 願いし す  

 融資申込  

  別表 必要書類 添え 商工課 窓口 申込 し す  

  必要書類 商工課窓口 ほ 市ＨＰ 取得 す  

 市 審査 

  市 保証枠 確認や提出書類 事業内容 審査及び現地調査 行い す  

 融資依頼 適否 

 申込内容 適当 認 申込者 融資決定通知書 提出い い 申
込書類 市 窓口 渡しし す  

 金融機関へ 手続  

 指定金融機関へ申込書類 添え 申込手続 し す  

 融資 決定 

 金融機関 埼玉県保証協会 い 審査 し 融資 可否 決定し す 審査 結
果 融資 行わ い可能性 あ す 注意く い  

 融資 実行 

 融資 適当 認 埼玉県保証協会 保証 付し 融資 実行 す
設備資金 利用 場合 設置後速や 設備完了報告書 提出し く い  

 

 

 

取扱金融機関 

埼玉 そ 銀行吉川支店 青木信用金庫吉川支店 栃木銀行吉川支店 亀有信用金庫吉
川支店 城北信用金庫吉川支店 武蔵野銀行吉川支店 



 

令和 年 月 日現在  

 

 

 

制 度 名 融   資   対   象 使 途 貸付限度額 返済期間及び方法 利率･保証料 保証人 有無･資格 保 取扱金融機関 利子補給 

特 別 小 口 資 金 

 個人…市内及び近隣市町(草加市 越谷市 八潮市 三郷市 春 

  日部市 松伏町) 事業所 有 市内 引 続 年 

以上居住 い 者 同一事業 引 続 年以上営 

い 者  

 法人…市内 本店又 支店登記 あ 設立登記後 1 年以上経 

過 同一事業 年以上営 い  

 市税 納税義務者 市税 完納 い  

 小規模事業者 商業又 サービス業 主 事業 事業者
い 5 人以下 そ 他 20 人以下 あ  

 市民税 所得割 法人 法人割 課税 あ 完納 い
者  

 許認可等 要 業種 あ 許認可等 取得 い
 

 埼玉県保証協会 保証 得  

運転資金 

 

設備資金 

， 万 円 

 

貸付限度額 範囲内
回 融資 受

け  

 

運転資金 

 年以内 

設備資金 

 年以内 

※据置 1年以内 

 割賦払い 

 

利率 

年 . ％ 

保証料 

年 . ％ 

 

必  要     

必 

 

 

要 

 

 

 

 

 

 

埼玉 そ 銀行吉川支店 

 

 

青木信用金庫吉川支店 

 

 

栃 木 銀 行 吉 川 支 店 

 

 

亀有信用金庫吉川支店 

 

 

城北信用金庫吉川支店 

 

 

武蔵野銀行吉川支店 

融資利用者 

 

貸付利息 

 

軽減  

 

融資 

 

期間中そ  

 

年 払  

 

利 子
3 0 % 

 

以内 年 

 

毎 利子補 

 

給  

 

 

 

＊ し  

 

平成 23年 

 

1月１日か 

 

ら当面 間 

 

50％と 

 

し す  

 

 

小 口 資 金 中小企業者 上記 除く べ  

運転資金 

7 年以内 

設備資金 

10 年以内 

※据置 年以内 

 割賦払い 

利率 

年 . ％ 

保証料 

年 . ％～ 

. ％ 

 

個人 原則 必要  

法人 保証協会 定  

 

経営合理化資金 
中小企業者 上記 除く べ  

( い 市内 事業所 有 ) 

運転資金 

 

 

設備資金 

， 万 円 

 

 

， 万 円 

運転資金 

 8 年以内 

 据置 6月以内 

 割賦払い 

 

設備資金 

 10 年以内 

 据置 1年以内 

 割賦払い 
利率 

 年 . ％ 

 

保証料 

年 . ％～ 

. ％ 

 

 

 

個人 原則 必要  

法人 保証協会 定  

 

 

 

 

必 

要 

 

応 

 

物 

的 

 

保 

 

請 

求 

 

 

場 

合 

 

あ 

 

共同事業化資金 

 組合…市内 組合本部 有 法律 基 い 設立 組合員 

分 以上 市内 中小企業者 組合員全員 連帯 

保証 あ  

 組合員全員 業務内容 堅実 あ 経済的諸条件 見 事
業 将来性 認  

 組合員 中小企業者 納税義務者 市区町村民税 完納 い
 

 許認可等 要 業種 あ 許認可等 取得 い
 

 埼玉県保証協会 保証 得  

運転資金 

 

 

設備資金 

， 万 円 

 

 

， 万 円 

運転資金 

 8 年以内 

 据置 6月以内 

 割賦払い 

 

設備資金 

 12 年以内 

 据置 1年以内 

 割賦払い 

 

 

 

 

保証協会 定   

 

 

 

 

 

 

 



申込 にあ って 添付書類 

 

添 付 書 類 
特別小口 小 口 経営合理化 

共同 

事業化 
摘  要 

個人 法人 個人 法人 個人 法人 組合  

融資申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 指定書式 

融資調査書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 指定書式 

住民票(代表者 ) ○ ―― ○ ―― ○ ―― ―― 市民課 

確定申告書 写( 年分) 

収支内訳書 写 年分  

〇 ― 〇 ― 〇 ―― ―― 直近  

納税証明書              〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 指定書式(収納課) 

住民税課税証明書 年分  〇 ―― 〇 ―― 〇 ―― ―― 課税課 

 

事業税納税証明書 ― 〇 ―― 〇 ―― 〇 〇 越谷県税事務所 

決算書 写( 期分) ―― 〇 ― 〇 ―― 〇 〇 今期 前期 前々期 

試算表 ―― 〇 ―― 〇 ―― 〇 〇 
決算後 6 月以上経過
い 場合 

登記簿履歴事項全部証明書 ― 〇 ― 〇 ―― 〇 〇 法務局 

許 可 ･認 可 ･登 録 写 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 許可等 必要 業種 

※見積書･カタログ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 設備資金  

同意書(個人情報提供) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 指定書式 

経歴書 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

保証協会 利用 初
方 対象 

保  証  人 

納税証明書 ― ― ― 〇 ―― 〇 〇 
指定書式 

住所地 市区町村 

確定申告書 写( 年分) 

収支内訳書 写 年分  
―― ―― ―― 〇 ―― 〇 〇 直近  

住民税課税証明書( 年分) ―― ―― ―― 〇 ―― 〇 〇 直近  

同意書(個人情報提供) ―― ―― ―― 〇 ―― 〇 〇  

同意書(連帯保証人) ―― ―― ―― 〇 ―― 〇 〇  

※必要 応 上記以外 書類 提出 い く あ  

※申請 随時受付  

注 確定申告書 写 

    白色申告 場合 収支内訳書 含  

    青色申告 場合 決算書 含  

    収支内訳書 い場合 窓口 相談く い  

 

 

 

 

 

 

 

吉 川 市 

 

中 小 企 業 資 金 

融 資  ご 案 内 

令和 年 月改正  

 

 

 

吉川市 産業振興部 商工課 

 

 

TEL －  (直通) 

  

 

 


